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議案第２号 

 

   令和３年度東京都後期高齢者医療広域連合一般会計予算 

 

 令和３年度東京都後期高齢者医療広域連合の一般会計予算は、次に定めると

ころによる。 

 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ５，１３５，７６３千円と

定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出

予算」による。 

（一時借入金） 

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの

最高額は、３０，０００千円と定める。 

 

  令和３年１月２８日 

 

          東京都後期高齢者医療広域連合長 山 﨑 孝 明 
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後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計





 

議案第３号 

 

   令和３年度東京都後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計予算 

 

 令和３年度東京都後期高齢者医療広域連合の後期高齢者医療特別会計予算は、

次に定めるところによる。 

 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１，４１２，３９３，０５

３千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出

予算」による。 

（一時借入金） 

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの

最高額は、８０，０００，０００千円と定める。 

 

  令和３年１月２８日 

 

          東京都後期高齢者医療広域連合長 山 﨑 孝 明
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債務負担行為に関する調書
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債　務　負　担　行　為　に　関　す　る　調　書

97,158

97,158令和２年度

事 業 名
前年度末までの支出（見込）額

期 間 金 額

限 度 額

保険証等交付事務 182,849

182,849合計

-120-



（単位：千円）

※国庫支出金は令和３年度見込み額のみ

債　務　負　担　行　為　に　関　す　る　調　書

45,071

当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額
左　　の　　財　　源　　内　　訳

国庫支出金 都支出金 その他

特　　定　　財　　源
一 般 財 源

金 額

令和３年度～４年度 45,071

0 42,925

2,146 0 0 42,925

2,146 0

期 間
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